
 

参考２

我が国会計基準の国際会計基準（ＩＡＳ）との同等性問題の概要

  

 

１． ＥＵ（欧州連合）は、２００５年域内金融市場統合の一環として、資本市場の基盤（インフ

ラ）である会計基準を統一するため、２００５年から、域内上場のＥＵ企業の連結財務諸表

の作成に、国際会計基準（ＩＡＳ）の使用を義務づけている。 

 

２． ＥＵはまた、域内金融市場の統合の一環として、開示規制も統一することとしている。具

体的には、目論見書指令（２００５年７月施行）によって発行開示（目論見書）の統一、透明

性指令（２００７年１月施行）によって定期開示（年次報告書・半期報告書・四半期声明書）

の統一を図ることとしている。  

   両指令は、ＥＵ市場で公募・上場する第３国（域外）企業の連結財務諸表について、ＩＡＳ

又はこれと同等の会計基準の使用を義務づけている。 

 

３． 我が国の証券発行者（日本企業等）は、従来からＥＵ市場において活発な資金調達活

動を行っている。我が国会計基準の国際会計基準（ＩＡＳ）との同等性が認められ、ＥＵ資本

市場が引き続きグローバルかつ開放的な性格を維持することが重要である。 

 

４． このような観点から、金融庁は、国内の官民関係者と緊密な連携を図りつつ、我が国会

計基準の国際会計基準（ＩＡＳ）との同等性が認められるよう、ＥＵ関係者（ＥＣ（欧州委員

会）、ＣＥＳＲ（欧州証券規制当局委員会）やＥＵ主要国の当局等）に対して、我が国会計基

準の説明を含め、これまで積極的な働きかけを行ってきているところである。 

これまでの働きかけの結果、 

① 第３国会計基準の国際会計基準（ＩＡＳ）との同等性義務づけの適用時期が２００５年

から２００７年１月に延期され、 

② 負債証券について、一定の要件の下での年次報告書における第３国会計基準の使

用、また半期財務報告書の開示義務の１０年間の適用除外が認められ、 

③ 同等性評価の対象として、我が国会計基準が米国会計基準及びカナダ会計基準と

ともに、世界の主要な会計基準として明示され、 

④ ＣＥＳＲが４月２７日に公表した「第３国会計基準と国際会計基準（ＩＡＳ）との同等性

に関する技術的助言案」において、我が国会計基準が、米国基準及びカナダ基準と

ともに、いずれも一定の補完措置を求められつつも、ＩＡＳと全体として同等と評価され

ている。 

 

５． ＥＵにおける同等性評価の今後のスケジュールは、以下のとおりである。 

    ①２００５年６月末・・・ＣＥＳＲが日本・米国・カナダの各会計基準の同等性について技

術的助言。 

    ②２００５年１２月末又は２００６年初め・・・欧州委員会（ＥＣ）が、欧州証券委員会（ＥＳ

Ｃ）（ＥＵ各国の財務省等で構成）の投票を経

て、同等性評価を最終決定。 



 

６． ＣＥＳＲは、２００４年６月に、ＥＣから、２００５年６月末までに、日本・米国・カナダの各会

計基準の同等性に関する技術的助言（technical advice）を提出するよう、指示された。 

   このため、ＣＥＳＲは、まず、第１段階として、２００５年２月に、同等性の意味、同等性の

技術的評価の方法・基準等を明らかにする「概念ペーパー」を策定した。概念ペーパーで

は、同等性評価の基準として、以下を定めている。 

  ① 同等性の意味は、基準の一致ではなく（not identical）、投資家が第３国の会計基準

に従った財務諸表に基づき、ＩＡＳに従った財務諸表に基づく場合と類似した投資判断

（similar decision）が可能な場合は、同等。 

   ② 評価に当たっては、ＥＵ及び第３国の金融・会計関係者に実務的に知られている、

会計基準の「重要な相違（significant differences）」にのみ焦点を当てる。 

   ③ ＣＥＳＲは、市場参加者（財務諸表の利用者・作成者・監査人）の意見を重視。 

 概念ペーパーではまた、同等性評価の結果として、「同等（equivalence）」と「非同等（non-

equivalence）」という両極端の中間として、「同等＋補完措置（remedies）」が設けられてい

る。 

 

７． そして、ＣＥＳＲは、第２段階として、２００５年６月末までに、日・米・加の会計基準の同等

性をそれぞれ技術的に評価する予定である。このため、ＣＥＳＲは、４月２７日（日本時間２

８日）に技術的助言案を公表し、５月１８日に公聴会を開催するとともに、５月２７日を期限と

して広く意見を求めているところである。 



ＥＵによる会計基準の同等性評価プロセス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＥＣ（欧州委員会） 

ＣＥＳＲ（欧州証券規制当局委員会） 

（ＥＵ加盟各国の証券規制当局で構成） 

④同等性評価決定 
（２００５年１２月末  

又は２００６年初め） 

③技術的助言 
（２００５年６月末まで）

①検討指示 
 （２００４年６月） 

規制当局 
会計基準設定主体 

市場参加者（会計士・投資家・企業など） 

②対話 




